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料

報
告
二

宗
中
財
産
と
名
義
信
託

資

I
.
は
じ
め
に

判
例
は
ま
ず
、
宗
中
財
産
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
判
示

し
た
。
「
宗
中
が
そ
の
所
有
の
不
動
産
を
宗
会
員
に
信
託
し
登
記
簿
上
そ

の
宗
会
員
の
名
義
で
所
有
権
の
登
記
を
経
た
と
き
は
、
宗
中
と
そ
の
受
託

者
で
あ
る
宗
会
員
と
の
聞
に
い
わ
ゆ
る
信
託
行
為
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
受
託
者
で
あ
る
宗
会
員
か
ら
そ
の
不
動
産
を
譲
受
け

た
第
三
者
は
、
そ
の
者
が
善
意
で
あ
ろ
う
と
悪
意
で
あ
ろ
う
と
を
問
わ
ず
、

適
法
に
信
託
者
で
あ
る
宗
中
の
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
す
る
と
解
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
、
ぜ
な
ら
ば
、
信
託
行
為
に
お
い
て
受
託
者
は
そ
の

対
外
的
関
係
で
は
完
全
た
る
所
有
者
と
し
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

(
1
)
 

ら
で
あ
る
」
。
宗
中
財
産
は
、
対
内
的
関
係
に
お
い
て
は
信
託
者
で
あ
る

宗
中
が
そ
の
所
有
権
を
保
有
し
、
か
っ
、
そ
れ
を
管
理
・
枚
益
す
る
が
、

仁ゴ

I司

調1

公
簿
上
の
所
有
名
義
は
受
託
者
で
あ
る
宗
中
構
成
員
に
移
転
さ
れ
る
も
の

(2) 

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
外
的
関
係
に
お
い
て
は
受
託
者
た
る
宗
中
構
成

員
が
、
宗
中
不
動
産
の
所
有
者
に
な
り
、
当
該
不
動
産
に
対
す
る
「
処
分

権
」
を
有
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
よ
う
に
、
判
例
は
い
わ
ゆ
る

「
信
託
行
為
の
法
理
」
と
い
う
も
の
を
と
り
あ
げ
て
名
義
受
託
者
に
当
該

不
動
産
に
関
す
る
処
分
権
を
認
め
、
そ
の
論
理
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
取

引
の
相
手
方
を
無
条
件
(
善
意
・
悪
意
を
問
わ
ず
)
に
保
護
す
る
立
場
を

と
っ
て
お
り
、
今
日
、
こ
の
よ
う
な
判
例
は
確
固
た
る
判
例
法
と
し
て
確

立
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
「
宗
中
(
チ
ヨ
ン
ジ
ユ
ン
)
」
と
は
、
ど
う
い
う
団
体
で
あ

り
、
「
宗
中
財
産
」
と
は
ど
の
よ
う
な
財
産
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
宗

中
財
産
は
い
わ
ゆ
る
「
名
義
信
託
」
と
い
う
方
法
を
も
っ
て
公
示
さ
れ
て

い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
名
義
信
託
と
は
ど
の
よ
う
な
信
託
で
あ
ろ
う
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か
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
ず
る
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
問
題

に
つ
き
、
概
観
す
る
。

E
.
宗
中
財
産

東アジア文化と近代法 (8) 

1
.
宗
中
と
い
う
団
体

宗
中
と
は
、
一
一
言
で
い
え
ば
、
父
系
血
族
に
よ
る
親
族
集
団
を
い
う
。

(
3
)
 

す
な
わ
ち
、
「
本
」
を
共
に
す
る
者
は
岡
本
と
し
て
認
識
さ
れ
、
同
一
の

始
祖
か
ら
生
じ
た
す
べ
て
の
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
最
大
の
父
系
血
族

集
団
で
あ
る
。
一
九
一
一
年
(
明
治
四
四
)
に
慣
習
調
査
を
行
っ
た
朝
鮮

総
督
府
取
調
局
長
官
回
答
に
よ
れ
ば
、
宗
中
(
門
中
)
と
い
う
団
体
の
人

格
に
関
し
、
「
朝
鮮
ニ
於
テ
一
門
或
ハ
門
中
ト
稀
ス
ル
ハ
親
族
ノ
圏
健
ニ

シ
テ
人
格
ヲ
有
セ
ス
而
シ
テ
門
中
所
有
ノ
財
産
ハ
其
圏
縫
ヲ
組
織
ス
ル
親

族
ノ
共
有
ニ
麗
シ
門
長
ハ
醤
然
代
表
権
ヲ
有
セ
ス
唯
賓
際
ニ
於
テ
ハ
門
中

協
議
ノ
上
門
長
ヲ
シ
テ
代
表
セ
シ
ム
ル
コ
ト
多
キ
モ
是
レ
素
ヨ
リ
門
中
親

(
4
)
 

族
ノ
委
任
ニ
因
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
し
、
そ
の
団
体
は
法
人
格
が
な
い
も
の

と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
慣
習
は
今
日
に
お
い
て
も
あ
ま
り
変
り
が
な
い
。

す
な
わ
ち
、
判
例
は
一
貫
し
て
「
宗
中
は
共
同
先
祖
の
後
孫
中
、
成
年
以

上
の
男
子
を
宗
員
と
し
て
構
成
さ
れ
る
自
然
的
集
団
で
」
、
「
そ
の
目
的
で

あ
る
共
同
先
祖
の
墳
墓
守
護
と
祭
記
お
よ
び
宗
中
員
相
互
聞
の
親
睦
を
目

(5) 

的
と
す
る
自
然
発
生
的
な
宗
族
集
団
体
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
定
義

を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
か
か
る
宗
中
に
は
種
々
な
も
の
が
あ
る
が
、
そ

の
宗
中
に
は
ど
の
よ
う
な
宗
中
が
あ
り
、
か
っ
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
構

成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
そ
の
目
的
を
は
か
つ
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
、
少
し
触
れ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

①(1) 

種
類
大
宗
中
と
小
宗
中

宗
中
の
構
成
は
、
中
国
上
代
の
宗
法
に
準
拠
し
た
も
の
で
一
族
全
体
を

含
む
大
宗
中
が
あ
る
と
と
も
に
そ
の
中
に
は
大
・
小
の
数
え
き
れ
な
い
分

派
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
各
々
の
宗
中
を
形
成
す
る
。
大
宗
に
は
い
く
つ
か

の
小
宗
が
あ
り
、
そ
の
小
宗
に
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
高
祖
宗
、
曾
祖
宗
、

(6) 

祖
宗
、
禰
宗
(
父
宗
)
が
あ
る
。

宗
中
を
表
示
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
慣
習
上
、
大
宗
中
は
本
貫
お
よ
び

(7) 

姓
氏
で
も
っ
て
表
示
す
る
。
例
え
ば
、
全
州
李
氏
宗
中
、
光
山
金
氏
宗
中

と
呼
ぶ
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
宗
中
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の

宗
中
で
あ
る
の
か
は
、
そ
の
名
称
の
如
何
を
問
わ
ず
祭
記
の
対
象
で
あ
る

共
同
始
祖
と
構
成
員
で
あ
る
後
孫
の
範
囲
お
よ
び
墳
墓
管
理
の
状
況
な
ど
、

(8) 

そ
の
実
体
的
内
容
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

北法49(3・237)733



キヰ

② 

宗
中
と
門
中

資

宗
中
と
門
中
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
門
中
と
は
比
較
的
に
小
さ
い
宗
中
、

す
な
わ
ち
一
族
の
一
分
派
と
し
て
高
祖
以
下
の
有
服
親
(
喪
服
を
着
る
近

(
9
)
 

親
を
い
う
)
宗
中
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
最
近
の
慣
習
調
査
に
よ
れ
ば
、
(
ぬ
)

そ
の
両
者
は
区
別
さ
れ
ず
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

山
宗
中
の
構
成

少
し
、
前
で
述
べ
た
よ
う
に
、
判
例
は
、
「
宗
中
は
共
同
先
祖
の
後
孫

中
、
成
年
以
上
の
男
子
を
宗
員
と
し
て
構
成
さ
れ
る
自
然
的
な
集
団
で
あ

り
、
そ
の
共
同
先
祖
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
相
対
的
に
大
小
の
宗
中
に

分
け
ら
れ
て
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
中
が
成
立
す
る
た
め
に
は
宗

中
構
成
の
決
議
な
ど
特
別
な
組
織
行
為
を
な
す
必
要
が
な
く
、
か
つ
宗
中

(
日
)

を
規
律
す
る
た
め
の
成
文
の
規
約
も
必
ず
し
も
必
要
な
も
の
で
は
な
い
」

と
し
、
共
同
先
祖
の
子
孫
で
あ
れ
ば
宗
中
の
構
成
員
に
な
る
、
と
い
う
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
判
例
が

「
成
年
以
上
の
男
子
を
宗
員
と
し
て
構
成
さ
る
」
と
し
て
そ
の
構
成
員
の

資
格
を
制
限
し
て
い
る
こ
と
は
「
宗
会
」
(
宗
中
が
そ
の
目
的
事
業
の
執

行
と
宗
中
財
産
の
管
理
・
処
分
の
た
め
に
協
議
す
る
機
関
を
い
う
)
の
構

(ロ)

成
員
を
意
味
す
る
も
の
と
混
用
し
て
い
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

qも
υ宗

中
は
人
為
的
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
自
然
的
に
発
生
し
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
宗
中
の
宗
約
(
法
人
の
定
款
に
当
る
も
の
。

宗
規
と
も
い
う
)
は
な
く
、
ま
た
そ
の
代
表
者
も
存
在
し
な
い
と
い
う
の

が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
中
も
一
つ
の
団
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
対
内

外
的
に
活
動
す
る
た
め
に
は
代
表
者
を
必
要
と
す
る
。

従
来
の
慣
習
に
よ
れ
ば
、
「
宗
中
ニ
関
ス
ル
代
表
者
ハ
宗
孫
之
ニ
嘗
ル

ニ
限
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
。
宗
中
ノ
代
表
者
ハ
門
中
之
ニ
嘗
ル
モ
祭
杷
ニ
付

テ
ハ
宗
孫
之
ヲ
代
表
、
ン
宗
中
財
産
ニ
閥
、
ン
テ
ハ
特
一
一
代
表
者
ヲ
定
ム
ル
ヲ

(
日
)

普
通
ノ
慣
例
ト
ス
」
と
し
、
門
中
の
長
で
あ
る
門
長
を
宗
中
の
代
表
者
と

(
U
)
 

し
て
、
宗
孫
は
祭
記
の
代
表
者
と
す
る
慣
習
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
門
長
ハ
嘗
然
代
表
権
ヲ
有
セ
ス
唯
賓
際
ニ
於
テ
ハ
門
中
協
議

ノ
上
門
長
ヲ
シ
テ
代
表
セ
シ
ム
ル
コ
ト
多
キ
モ
是
レ
素
ヨ
リ
門
中
親
族
ノ

(
日
)

委
任
ニ
因
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
い
う
慣
習
か
ら
も
、
実
際
上
、
そ
の
門
中
の

門
長
(
宗
中
の
長
を
宗
長
と
い
う
)
が
代
表
者
に
な
る
場
合
が
多
い
。
判

例
も
宗
中
の
代
表
者
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
判
示
す
る
。
「
そ
の
代
表

者
を
選
任
す
る
に
際
し
、
宗
中
規
約
ま
た
は
宗
中
慣
例
に
し
た
が
う
。
も

し
規
約
ま
た
は
宗
中
慣
例
が
な
い
場
合
に
は
一
般
慣
習
に
よ
る
が
、
{
一
示
長

ま
た
は
門
長
が
そ
の
宗
族
中
、
成
年
以
上
の
男
子
を
召
集
し
て
出
席
者
の

過
半
数
決
議
を
も
っ
て
選
出
す
る
の
が
わ
が
国
の
一
般
慣
習
で
は
あ
る
が
、

jヒiよ49(3・238)734
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表
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門
長
の
資
格
の
あ
る
者
が
召
集
権
限
の
な
い
者
の
宗
会
召
集
に
同

意
し
、
そ
の
者
が
召
集
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
会
召
集
は
全
く

(
日
山
)

権
限
の
な
い
者
の
召
集
と
は
い
え
な
い
」
o

し
た
が
っ
て
、
実
際
上
、
宗

中
ま
た
は
門
中
の
代
表
者
が
、
そ
の
宗
長
ま
た
は
門
長
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
も
し
、
宗
長
ま
た
は
門
長
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
現
存
し

(口)

て
い
る
年
高
行
尊
者
が
門
長
に
な
っ
て
総
会
を
召
集
す
る
こ
と
に
な
る
。

も
し
、

東アジア文化と近代法 (8) 

凶
宗
家
の
相
続

宗
孫
が
宗
家
を
相
続
す
る
が
、
宗
孫
が
い
な
い
場
合
に
は
そ
の
次
の
宗

孫
が
宗
家
を
相
続
す
る
慣
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
慣
習
に
よ
れ

ば
、
「
{
一
示
孫
絶
後
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
次
宗
孫
ニ
於
テ
宗
家
ノ
祭
杷
相

績
ヲ
矯
シ
次
宗
孫
モ
亦
絶
後
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
順
次
其
ノ
次
弟
ニ
依
リ
宗

家
ノ
相
績
を
矯
ス
コ
ト
ヲ
得
而
シ
テ
相
績
ヲ
矯
シ
タ
ル
者
ハ
首
然
其
ノ
家

(
路
)

ノ
墳
墓
ヲ
守
護
シ
及
祖
先
ノ
祭
紀
ヲ
行
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
、
宗
孫

が
そ
の
宗
家
を
相
続
し
た
。
今
日
に
お
い
て
も
宗
孫
は
、
祖
宗
の
祭
杷
を

主
管
す
る
権
能
を
有
し
、
宗
家
の
家
屋
と
家
廟
・
族
譜
・
祭
具
・
墓
土
で

あ
る
農
地
な
ど
の
所
有
権
を
相
続
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
縁
組
に

は
主
に
宗
孫
の
代
を
継
が
せ
る
目
的
が
あ
っ
た
。

(5) 

宗
中
の
法
的
性
質

1
.
で
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
の
慣
習
に
よ
れ
ば
、
宗
中
(
門
中
)
と

い
う
団
体
の
人
格
に
関
し
「
朝
鮮
ニ
於
テ
一
門
或
ハ
門
中
ト
稽
ス
ル
ハ
親

族
ノ
圏
鰭
ニ
シ
テ
人
格
ヲ
有
セ
ス
」
と
い
う
よ
う
に
、
宗
中
と
い
う
団
体

は
法
人
格
の
な
い
団
体
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
宗
中
は
、
法
人
格
を
取

得
す
る
た
め
に
法
人
設
立
に
関
す
る
要
件
、
す
な
わ
ち
定
款
を
作
成
し
主

務
官
庁
の
許
可
を
得
て
、
設
立
登
記
を
す
れ
ば
法
人
に
な
れ
る
(
民
法
三

一
条
1
三
三
条
)
。
し
か
し
、
実
際
上
、
宗
中
は
主
務
官
庁
の
許
可
や
設

立
登
記
を
し
な
い
場
合
が
大
部
分
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
宗
中
の

法
的
性
質
が
問
題
と
な
る
。
判
例
・
学
説
は
一
致
し
て
、
か
か
る
宗
中
は
、

権
利
能
力
な
き
社
団
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

2
.
宗
中
財
産

山
宗
中
は
ど
の
よ
う
な
財
産
を
所
有
し
て
い
る
の
か

宗
中
の
財
産
制
度
は
、
元
来
、
高
麗
末
か
ら
朝
鮮
初
期
に
儒
教
の
勃
興

に
伴
っ
て
中
国
の
祭
田
制
(
位
土
)
の
基
本
で
あ
る
朱
子
家
穫
の
祭
回
条

祭
か
ら
伝
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

宗
中
が
所
有
し
て
い
る
財
産
は
、
先
祖
の
祭
紀
に
務
め
、
墳
墓
を
守
護
・

保
存
す
る
と
と
も
に
宗
員
相
互
関
の
親
睦
と
福
利
の
増
進
を
は
か
る
た
め

に
提
供
さ
れ
る
財
産
で
あ
る
。
そ
の
名
称
は
さ
ま
、
ざ
ま
で
あ
る
が
、
例
え

ば
、
位
士
、
祭
位
土
、
祭
回
、
墓
回
、
墓
位
土
、
宗
土
、
義
荘
、
宗
中
沓
、
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平十

宗
中
田
、
宗
位
、
門
位
、
祭
位
、
墓
位
、
香
炭
土
な
ど
と
称
す
る
も
の
が

(
問
)
ホマ
hv

。

資

宗
中
財
産
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
、
先
祖
の
墓
を
安
置
し

た
墓
山
、
宗
山
、
先
山
と
呼
ば
れ
て
い
る
林
野
と
、
先
祖
の
祭
杷
費
用
の

財
源
と
し
て
提
供
さ
れ
る
宗
位
士
、
門
位
土
、
墓
位
土
(
こ
れ
ら
を
略
称

し
て
位
土
、
宗
土
、
祭
回
、
と
も
い
う
)
と
称
す
る
土
地
で
あ
る
。
か
か

る
土
地
(
位
土
)
を
基
本
財
産
と
し
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
果
実
、
す
な
わ

ち
従
来
の
小
作
料
な
ど
の
収
益
で
先
祖
の
祭
記
を
執
り
行
い
、
残
り
も
の

が
あ
れ
ば
宗
員
の
互
助
な
い
し
共
益
を
は
か
る
た
め
に
使
わ
れ
る
。
よ
り

具
体
的
に
い
え
ば
、
土
地
か
ら
の
収
益
は
、
主
に
祭
組
、
改
葬
、
墳
墓
の

修
築
、
石
物
の
施
設
、
祭
堂
の
建
築
お
よ
び
維
持
、
宗
山
の
植
林
、
宗
家

(
初
)

の
復
興
、
宗
員
の
救
助
、
族
譜
お
よ
び
先
祖
の
文
集
発
刊
、
宗
会
開
催
な

(
幻
)

ど
の
費
用
に
あ
て
ら
れ
る
。

凶
宗
中
財
産
の
所
有
形
態
お
よ
び
そ
の
財
産
の
処
分

宗
中
は
、
ど
の
よ
う
な
所
有
形
態
で
財
産
を
所
有
し
、
ど
の
よ
う
な
方

法
で
そ
の
財
産
を
管
理
・
処
分
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

年
の
民
法
施
行
の
前
・
後
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

①
現
行
民
法
施
行
(
一
九
六
0
・
一
・
一
)
以
前

同
光
復
(
一
九
四
五
・
八
・
一
五
)
以
前

一
九
六
O

川

慣

習

従
来
の
慣
習
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
祖
先
ノ
墳
墓
所
在
地
タ
ル
山
野
及
其

墳
墓
ニ
附
属
セ
ル
祭
位
田
沓
ヲ
子
孫
タ
ル
宗
中
ニ
於
テ
共
有
セ
ル
例
ハ
往
々

見
ル
所
ニ
シ
テ
其
共
有
閥
係
ヲ
定
ム
ル
タ
メ
特
ニ
宗
曾
ヲ
開
キ

E
書
面
契

約
ヲ
結
フ
コ
ト
ナ
シ
ト
セ
ス
是
レ
即
チ
宗
約
ノ
一
種
ニ
シ
テ
従
来
宗
中
山

(
幻
)

或
ハ
宗
中
田
沓
ト
稽
セ
シ
ハ
多
ク
此
種
ノ
共
有
地
ニ
属
セ
リ
」
と
し
、
そ

の
財
産
は
共
有
の
形
態
で
宗
中
に
帰
属
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
し
、
共
有
と
い
っ
て
も
現
行
民
法
上
の
共
有
(
第
二
六
二
条
以
下
、
日

本
民
法
二
六
九
条
以
下
に
当
る
)
の
よ
う
な
所
有
形
態
で
は
な
い
。
「
門

中
共
有
山
ノ
立
木
賞
買
ノ
如
ク
庭
分
行
潟
ハ
各
共
有
者
カ
各
所
(
各
道
各

(
お
)

郡
)
ニ
散
在
居
住
ス
ル
場
合
ト
難
モ
各
共
有
者
全
員
ノ
協
議
ヲ
要
ス
」
と

し
、
ま
た
「
O

琴
錦
ガ
恋
ニ
宗
中
ノ
共
有
地
ヲ
他
人
ニ
譲
渡
ス
契
約
ヲ
矯
ス

(
M
)
 

モ
相
釘
方
ハ
之
ニ
因
リ
其
ノ
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
あ
る
よ

う
に
、
宗
孫
と
い
っ
て
も
共
有
者
(
宗
員
)
全
員
の
協
議
を
経
ず
に
宗
中

財
産
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
っ
そ
の
者
か
ら
買
受
け
た
相
手
方

も
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
従
来
の
慣

習
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
後
に
述
べ
る
名
義
信
託
と
の
関
連
で
重
要
な
意

味
を
有
す
る
。

川

判

例

当
時
の
朝
鮮
高
等
法
院
判
例
(
以
下
、
朝
高
判
と
略
す
)
は
、
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七
年
を
前
・
後
に
し
て
、
宗
中
財
産
の
所
有
形
態
に
つ
い
て
解
釈
が
分
れ

て
い
た
。
そ
れ
以
前
の
朝
高
判
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
慣
習
と
同
じ
立
場
を

と
っ
て
「
共
有
」
と
い
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
「
合
有
」
と
い
う
立
場

を
と
っ
た
。
こ
こ
で
ま
ず
注
意
を
要
す
る
の
は
、
一
九
一
一
一
年
に
施
行
さ

(

お

)

(

お

)

れ
た
土
地
調
査
令
お
よ
び
一
九
一
八
年
に
施
行
さ
れ
た
朝
鮮
林
野
調
査
令

に
よ
る
査
定
に
基
づ
い
て
初
め
て
土
地
お
よ
び
林
野
の
所
有
権
が
認
め
ら

れ
、
か
っ
、
一
九
一
一
一
年
に
施
行
さ
れ
た
朝
鮮
不
動
産
登
記
令
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
所
有
権
保
存
登
記
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
伴
っ
て
実
施
さ
れ
た
所
有
権
の
査
定
と
関
連
す
る
事
件
が
多
く
発

生
し
た
の
で
あ
る
(
本
稿
E
.
参
照
)
。

で
は
、
ま
ず
宗
中
財
産
の
所
有
形
態
は
共
有
で
あ
る
と
し
た
朝
高
判
は
、

「
祖
先
ノ
祭
記
ニ
供
ス
ル
位
土
ノ
所
有
権
ハ
奉
杷
孫
ノ
ミ
ニ
専
属
ス
ル
コ

(
幻
)

ト
ア
リ
又
ハ
門
中
若
ク
ハ
門
中
一
派
ノ
共
有
ニ
嵐
ス
ル
コ
ト
ア
リ
」
と
し

た
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
宗
孫
の
専
有
ま
た
は
一
門
の
共
有
に
属
す
べ
き

で
あ
る
と
の
慣
習
は
当
時
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
何
人
の
所
有
で

(
お
)

あ
る
か
は
事
実
上
の
問
題
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
宗
中
財
産
の
処
分
に

つ
き
、
朝
高
判
は
「
位
土
ノ
共
有
ナ
ル
モ
ノ
ハ
一
門
共
同
ノ
祖
先
祭
記
ノ

用
ニ
供
ス
ル
鴬
メ
一
門
ニ
属
ス
ル
者
ニ
限
リ
テ
共
有
ス
ル
性
質
ノ
モ
ノ
ナ

レ
ハ
一
門
ニ
属
セ
サ
ル
者
カ
共
有
者
ノ
一
人
ヨ
リ
他
ノ
共
有
者
ノ
承
諾
ナ

ク
其
皐
濁
所
有
ナ
リ
ト
シ
テ
買
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
其
責
買
契
約
ハ
全
然

(
m
U
)
 

無
効
ナ
リ
ト
ス
」
と
し
、
他
の
共
有
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と
を
必
要
と
し

た
の
は
、
上
記
の
慣
習
と
同
じ
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
一
九
二
七
年
の
朝
鮮
高
等
法
院
連
合
部
判
決
は
、

宗
中
の
所
有
す
る
財
産
は
「
合
有
」
で
あ
る
と
し
、
従
来
の
判
例
を
変
更

し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
朝
鮮
ニ
於
テ
門
中
又
ハ
一
派
カ
祖
先
ノ
墓
地
又
ハ

祭
位
土
ヲ
共
同
所
有
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
慣
習
上
常
三
所
請
合
有
ノ
法
律

(
ぬ
)

関
係
ニ
シ
テ
共
有
ノ
法
律
関
係
ハ
存
在
セ
ス
」
と
し
、
宗
中
員
が
宗
中
財

産
を
売
却
す
る
場
合
、
他
の
宗
中
員
を
保
護
す
る
た
め
に
宗
中
員
の
宗
中

財
産
に
対
す
る
関
係
を
合
有
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時

の
法
律
制
度
を
み
れ
ば
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
一
一
年
(
明

治
四
五
年
)
の
朝
鮮
民
事
令
に
よ
っ
て
日
本
民
法
中
財
産
編
規
定
が
韓
国

に
お
い
て
適
用
(
こ
の
時
期
の
民
法
を
旧
民
法
ま
た
は
依
用
民
法
と
も
い

う
)
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
宗
中
を
法
人
と
し
て

認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
ら
に
、
宗
中
財
産
も
同
年
に
施
行
さ
れ
た
朝

鮮
不
動
産
登
記
令
に
よ
っ
て
も
宗
中
の
名
義
で
登
記
す
る
方
法
が
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
も
民
法
上
の
「
共
有
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て

宗
中
財
産
の
所
有
形
態
を
説
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
結
局
、
日
本
民
法

上
の
共
有
規
定
が
宗
中
財
産
に
つ
い
て
も
適
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
結
果
に

な
り
、
よ
っ
て
、
朝
高
判
は
、
宗
中
財
産
を
保
護
す
る
た
め
に
合
有
理
論

(
出
)

を
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
合
有
理
論
に
よ
っ
て
も
実
際
上
、
宗
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料

中
員
の
持
分
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
制
限
す
る
方
法
は
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
宗
中
財
産
の
処
分
に
つ
き
、
朝
高
判
は
「
祭
位
土
ノ
譲
渡
ガ

信
託
的
ナ
モ
ノ
ニ
係
リ
省
事
者
間
ノ
釣
内
関
係
ニ
於
テ
ハ
宗
中
合
有
ノ
関

係
ヲ
保
留
ス
ル
趣
旨
ニ
出
ツ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
釣
外
開
係
ニ
於
テ
ハ
譲
受

人
軍
調
ノ
所
有
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
:
・
従
テ
譲
受
人
ト
第
三
者
ト
ノ
間

ニ
其
ノ
持
分
譲
渡
ノ
合
意
ヲ
矯
ス
ト
キ
ハ
首
該
持
分
権
移
特
ノ
効
力
ヲ
生

(
辺
)

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
た
。
し
か
し
、
刑
事
事
件
で
は
あ
る
が
、
朝
鮮
高

等
法
院
連
合
部
は
、
宗
中
が
そ
の
合
有
財
産
を
他
人
に
信
託
し
た
場
合

(
当
時
、
宗
中
の
名
義
で
登
記
を
な
す
方
法
が
な
か
っ
た
た
め
に
や
む
を

得
ず
宗
孫
な
ど
の
名
義
で
登
記
し
た
場
合
を
い
う
。
詳
し
い
こ
と
は
本
稿

E
.
参
照
)
に
、
そ
の
受
託
者
が
宗
中
の
同
意
を
得
ず
に
自
己
の
た
め
に

宗
中
財
産
を
売
却
処
分
し
た
行
為
は
横
領
罪
に
該
当
す
る
と
し
た
。
し
か

し
、
か
か
る
事
情
を
知
り
な
が
ら
買
受
け
た
第
三
者
の
行
為
は
臓
物
取
得

(
お
)

罪
を
構
成
し
な
い
、
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。

山
間
光
復
か
ら
民
法
施
行
(
一
九
六
0
・
二
以
前
ま
で

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
光
復
か
ら
一
九
六

O
年
一
月
一
目
、
現
行

民
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
は
、
い
わ
ゆ
る
依
用
民
法
が
施
行
さ
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
大
法
院
判
例
も
宗
中
財
産
は
宗
中
の
合
有
で
あ
る
と
い
う

立
場
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

2
京
中
財
産
は
宗
中
合
有
で
あ
り
、
そ
の

処
分
は
宗
中
規
約
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
規
約
が
な
い
場
合
に

資

(
初
)

は
宗
会
の
多
数
決
で
定
め
る
の
が
慣
習
で
あ
る
」
と
し
た
こ
と
や
、
「
門

(
お
)

中
の
合
有
財
産
は
宗
孫
に
当
然
の
管
理
権
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、

門
中
の
財
産
は
合
有
財
産
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
従
来
の
判
例
と
同
じ
立
場
を
と
っ
た
と
い
え
よ
う
。

②
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現
行
民
法
施
行
以
後

一
九
六

O
年
一
月
一
日
、
現
行
民
法
が
施
行
さ
れ
た
以
後
に
も
宗
中
と

い
う
団
体
の
大
部
分
が
権
利
能
力
な
き
社
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
変

り
が
な
い
が
、
現
行
法
は
宗
中
に
対
し
画
期
的
な
対
処
を
行
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
つ
い
て
、
ま
ず
概
観
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

同

法

律

制

度

川
財
産
の
帰
属
形
態

民
法
第
二
五
七
条
一
項
は
、
「
法
人
で
な
い
社
団
の
社
員
が
集
合
体
と

し
て
物
を
所
有
し
た
と
き
は
総
有
と
す
る
」
と
規
定
し
て
、
宗
中
が
法
人

で
な
い
社
団
に
該
当
す
る
団
体
で
あ
れ
ば
、
そ
の
所
有
形
態
は
「
総
有
」

と
な
る
。
か
か
る
よ
う
に
、
従
来
か
ら
判
例
が
と
っ
て
き
た
共
有
論
や
合

有
論
は
立
法
で
解
決
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
総
有
物
の
管
理

や
処
分
は
、
そ
の
社
団
の
定
款
其
の
他
規
約
が
あ
れ
ば
そ
の
規
定
に
よ
る

(
二
七
五
条
二
項
)
。
ま
た
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
る
場
合
も
あ
る

(
二
七
六
条
一
項
)
。

大
法
院
判
例
も
、
「
宗
中
の
所
有
財
産
は
宗
中
員
の
総
有
で
あ
り
、
そ
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の
処
分
は
宗
中
規
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
も
し
、
宗
中
規
約
に
そ

(
お
)

よ
う
な
規
定
が
な
い
と
き
に
は
宗
中
員
総
会
の
決
議
に
よ
る
」
と
し
、
今

日
に
至
っ
て
い
る
。

ω
帰
属
財
産
の
公
示
方
法

不
動
産
登
記
法
第
三

O
条
一
項
は
、
「
宗
中
、
門
中
、
其
の
他
代
表
者

や
管
理
人
が
存
す
る
法
人
で
な
い
社
固
ま
た
は
財
団
に
属
す
る
不
動
産
の

登
記
に
関
し
て
は
、
そ
の
社
固
ま
た
は
財
団
を
登
記
権
利
者
ま
た
は
登
記

義
務
者
と
す
る
」
と
規
定
し
、
ま
た
登
記
方
法
に
つ
い
て
同
条
二
項
は
、

そ
の
よ
う
な
「
登
記
は
、
そ
の
社
固
ま
た
は
財
団
の
名
義
で
そ
の
代
表
者

ま
た
は
管
理
人
が
そ
れ
を
申
請
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

今
日
に
お
い
て
宗
中
な
ど
、
権
利
能
力
な
き
社
団
の
場
合
も
社
団
法
人
や

財
団
法
人
の
場
合
と
同
じ
く
そ
の
宗
中
の
財
産
は
そ
の
宗
中
名
義
で
登
記

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
そ
の
登
記
を
な
す

方
法
が
な
い
日
本
の
場
合
と
著
し
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
少
し
、
前
に
述
べ
た
が
、

一
九
一
一
一
年
当
時
の
朝
鮮
不
動
産

登
記
令
に
は
宗
中
の
名
義
で
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、

そ
の
当
時
に
宗
中
財
産
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
公
示
さ
れ
た
の
か
と
い
う

疑
問
が
生
ず
る
。
こ
れ
が
次
に
概
観
す
る
「
名
義
信
託
」
の
問
題
で
あ
る
。

E
.
名
義
信
託

l
.
沿
革

今
日
に
お
い
て
も
、
宗
中
(
門
中
)
は
財
産
の
保
全
ま
た
は
保
管
の
目

的
で
宗
中
の
所
有
(
総
有
)
財
産
(
従
来
の
判
例
は
共
有
、
合
有
と
い
っ

た
)
を
宗
中
員
の
中
の
一
人
ま
た
は
数
人
の
名
義
で
所
有
権
保
存
(
ま
た

は
移
転
)
登
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
か
か
る
公
示
方
法
を
「
名
義

信
託
」
と
い
う
。
名
義
信
託
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
が
(
例
え
ば
、
中

間
省
略
型
名
義
信
託
、
契
約
型
名
義
信
託
な
ど
て
宗
中
財
産
の
名
義
信

託
が
そ
の
主
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

宗
中
財
産
の
名
義
信
託
は
、
歴
史
的
に
避
け
ら
れ
な
い
背
景
を
も
っ
た

産
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
若
干
述
べ
た
が
、
日
韓
併
合
後
、
朝
鮮

(
幻
)

総
督
府
は
土
地
調
査
事
業
(
一
九
一

O
年
l
一
九
一
八
年
)
の
一
環
と
し

て
一
九
一
二
年
八
月
に
土
地
調
査
令
を
発
布
し
、
さ
ら
に
一
九
一
八
年
七

月
に
林
野
調
査
令
を
発
布
し
て
、
土
地
所
有
者
、
林
野
所
有
者
は
そ
の
所

有
関
係
を
管
轄
機
関
に
届
出
を
す
る
よ
う
に
し
た
。
二
疋
一
期
間
内
に
届
出

を
し
な
か
っ
た
者
は
巨
額
の
罰
金
が
科
さ
れ
た
。
問
題
は
、
そ
の
当
時
宗

中
(
門
中
)
の
名
義
で
宗
中
所
有
の
財
産
を
登
記
す
る
方
法
が
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
二
年
の
朝
鮮
不
動
産
登
記

令
に
も
そ
れ
に
関
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
た
め
に
や
む
を
え
ず
、
宗
孫
、

北法49(3・243)739 



キ・ト

宗
中
員
の
個
人
の
名
義
あ
る
い
は
宗
中
の
代
表
者
で
あ
る
数
人
の
名
義
で

登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
三

O
年
に
朝
鮮
不
動

産
登
記
令
が
改
正
さ
れ
、
宗
中
(
門
中
)
、
そ
の
他
法
人
で
な
い
社
団
ま

た
は
財
団
に
属
す
る
不
動
産
に
関
し
て
は
、
そ
の
宗
中
、
社
固
ま
た
は
財

団
を
登
記
権
利
者
・
登
記
義
務
者
と
し
て
認
め
、
そ
の
代
表
者
ま
た
は
管

理
人
が
所
有
関
係
を
届
け
る
よ
う
に
し
た
(
同
令
第
二
条
ノ
二
、
こ
の
規

定
は
現
行
韓
国
不
動
産
登
記
法
第
三

O
条
に
当
た
る
)
0

し
か
し
、
同
令

の
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
偶
人
名
義
が
宗
中
名
義
に
所
有
権
移
転

登
記
を
行
な
っ
た
場
合
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
場
合

(
お
)

が
ほ
と
ん
と
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
宗
中
財
産
の
所
有
名
義
が
宗
中
員
の

個
人
名
義
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
状
態
を
利
用
し
て
名
義
人
が
宗
中
財
産

を
勝
手
に
売
却
処
分
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
紛
争
が

頻
煩
に
起
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
紛
争
が
今
日
に
お
い
て
も
絶
え
ず
生

じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
光
復
(
一
九
四
五
・
八
・
一
五
)
後
、

大
法
院
は
こ
の
よ
う
な
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
「
名
義
信
託
」
と
い
う

新
し
い
法
理
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

資

2
.
名
義
信
託
の
法
理

で
は
、
い
っ
た
い
名
義
信
託
と
は
い
か
な
る
法
理
で
あ
る
の
か
。
か
か

る
疑
問
を
解
く
た
め
に
は
、
一
九
一
二
年
土
地
調
査
令
が
実
施
さ
れ
た
当

時
の
朝
鮮
高
等
法
院
の
判
例
と
今
日
に
お
け
る
大
法
院
の
判
例
を
見
較
べ

て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

北法49(3・244)740

(1) 

土
地
調
査
令
(
以
下
、
林
野
調
査
令
を
含
む
)
に
よ
る
査
定
と
名

義
信
託

土
地
調
査
令
は
「
土
地
所
有
者
ノ
権
利
ハ
査
定
又
ハ
裁
決
ニ
依
リ
テ
確

定
ス
」
と
規
定
(
一
五
条
)
し
、
査
定
お
よ
び
裁
決
は
土
地
所
有
関
係
に

対
す
る
最
終
的
な
宣
言
で
あ
り
、
裁
判
所
の
判
決
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
強

力
な
放
力
を
有
し
た
行
政
処
分
で
あ
っ
た
。
土
地
調
査
局
は
、
査
定
の
確

定
ま
た
は
裁
決
に
対
し
て
は
そ
の
事
自
の
如
何
を
問
わ
ず
、
こ
れ
を
司
法

裁
判
に
回
附
す
る
方
法
は
な
い
と
断
言
し
た
。
判
例
も
「
土
地
調
査
令
ニ

依
ル
査
定
又
ハ
裁
決
ハ
一
ノ
行
政
庭
分
ナ
ル
ト
モ
其
査
定
又
ハ
裁
決
確
定

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
令
第
十
五
線
ニ
依
リ
土
地
所
有
者
ノ
権
利
ハ
之
ニ
因
リ

テ
確
定
セ
ラ
レ
同
令
第
十
六
係
ニ
規
定
ス
ル
再
審
ノ
申
立
ニ
因
リ
嬰
更
セ

ラ
レ
サ
ル
限
リ
ハ
其
査
定
又
ハ
裁
決
名
義
者
ハ
従
来
所
有
権
ヲ
有
シ
タ
ル

ト
否
ト
ニ
拘
ラ
ス
絶
釘
ニ
其
土
地
所
有
者
ト
確
定
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト

(
ぬ
)
ス
」
と
し
、
再
審
の
申
立
に
よ
り
変
更
さ
れ
な
い
限
り
、
査
定
ま
た
は
裁

決
名
義
者
が
、
土
地
の
所
有
者
と
し
て
確
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
当
局
は
、
紛
争
を
抑
制
し
紛
争
解
決
を
簡
素
化
す
る
た
め
に
、
査

定
お
よ
び
裁
決
に
抵
触
す
る
判
決
が
下
さ
れ
る
の
を
防
ご
う
と
し
た
の
で



あ
っ
た
。

東アジア文化と近代法 (8) 

問
題
は
宗
中
が
法
人
で
な
い
限
り
、
そ
の
宗
中
の
所
有
不
動
産
で
あ
る

こ
と
を
{
臨
時
土
地
調
査
局
長
]
に
由
a

告
す
る
方
法
が
な
く
、
さ
ら
に
、

査
定
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
宗

中
は
、
そ
の
宗
中
員
の
個
人
名
義
に
よ
る
単
独
所
有
と
し
て
宗
中
財
産
の

申
告
を
な
す
方
法
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
か
か
る
よ
う

な
方
法
で
当
局
の
査
定
を
受
け
た
と
き
、
宗
中
は
そ
の
宗
中
財
産
に
対
し

て
い
か
な
る
権
利
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

朝
鮮
高
等
法
院
連
合
部
は
次
の
よ
う
な
判
決
を
下
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
「
土
地
調
査
局
ニ
於
テ
土
地
ノ
査
定
ヲ
篤
ス
ニ
際
リ
共
有
者
ノ
一
人

ノ
氏
名
及
宗
中
共
有
財
産
タ
ル
コ
ト
ヲ
併
記
シ
査
定
ヲ
潟
、
ン
タ
ル
ト
キ
ハ

共
有
者
ノ
一
人
ハ
他
ノ
共
有
者
全
員
ト
ノ
信
託
契
約
二
因
リ
外
部
関
係
ニ

於
テ
完
全
ナ
ル
所
有
権
ヲ
取
得
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
一
人
ノ
所
有
ト
査
定
シ

タ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
ク
宗
中
共
有
財
産
タ
ル
コ
ト
ノ
記
載
ハ
鼠
ニ
共
有
者

ノ
一
人
タ
ル
査
定
名
義
人
ト
他
ノ
共
有
者
全
員
ト
ノ
内
部
関
係
ニ
於
テ
共

有
者
ノ
所
有
タ
ル
コ
ト
ヲ
表
明
シ
タ
ル
ニ
過
キ
ス
シ
テ
回
ヨ
リ
土
地
調
査

令
ニ
依
ル
査
定
ト
シ
テ
所
有
権
ヲ
確
定
ス
ル
妓
力
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
解

(ω) 

セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し
、
宗
中
員
の
一
人
(
ま
た
は
数
人
)
が
宗
中
財

産
の
査
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
外
部
関
係
に
お
い
て
は
完
全

な
所
有
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
宗
中

員
は
内
部
関
係
に
お
い
て
の
み
共
有
者
の
所
有
と
な
る
と
解
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
宗
中
財
産
の
所
有
形
態
に
つ
き
「
合
有
」
と
い
っ
た
朝
高
判
も

上
記
の
判
決
と
同
じ
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
族
)
門
ノ

合
有
ニ
係
ル
土
地
ニ
付
惑
一
人
又
ハ
数
人
/
所
有
ト
シ
テ
査
定
庭
分
ノ
確

定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
所
有
申
告
ヲ
矯
シ
タ
ル
者
ノ
心
意
如
何
ヲ
問
ハ
ス

絶
封
ニ
査
定
名
義
者
ノ
所
有
ト
確
定
シ
其
ノ
前
ニ
存
セ
シ
合
有
権
ハ
首
然

消
滅
ニ
蹄
シ
ヘ
ク
唯
合
有
閥
係
者
ト
査
定
名
義
人
ト
ノ
間
ニ
其
ノ
所
有
権

ニ
付
信
託
契
約
ノ
締
結
シ
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
限
リ
査
定
確
定
ト
同
時
二
其

ノ
内
部
開
係
ニ
於
ケ
ル
所
有
権
カ
信
託
者
タ
ル
合
有
権
者
ニ
復
煽
ス
ル
コ

(
位
)

ト
ア
ル
ニ
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
判
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
土
地
調
査
令
の
施
行
当
時
、
朝
高
判
が
明
ら
か
に
し
て

い
る
の
は
、
宗
中
と
査
定
名
義
人
と
の
問
に
宗
中
財
産
の
所
有
権
に
つ
き

「
信
託
契
約
」
を
締
結
し
て
当
局
の
査
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
査

定
名
義
人
は
外
部
関
係
で
は
絶
対
に
宗
中
財
産
を
単
独
所
有
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
査
定
名
義
人
が
宗
中
財
産
に
つ
き
完
全
な
る
所

有
権
を
取
得
し
う
る
根
拠
は
、
信
託
契
約
で
は
な
く
、
土
地
調
査
令
(
第

一
五
条
「
土
地
所
有
者
ノ
権
利
ハ
査
定
又
ハ
裁
決
ニ
依
リ
テ
確
定
ス
」
)

に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
朝
高
判
も
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

で
は
、
い
っ
た
い
「
信
託
契
約
」
と
は
ど
う
い
う
契
約
で
あ
ろ
う
か
。

北i去49(3・245)741 



叶
も

τ

中
鳴
サ

そ
れ
は
今
日
、
大
法
院
が
と
っ
て
い
る
「
名
義
信
託
」
と
は
、
い
か
な
る

関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
査
定
名
義
人
が
自
分
の
名
義
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
宗
中
財
産
を
第
三
者
に
売
却
処
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
第
三
者
は
善
意
・
悪
意
を
問
わ
ず
宗
中
財

産
の
所
有
権
を
取
得
し
う
る
の
か
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
生
ず

る
。
こ
れ
ら
の
問
題
と
直
接
関
連
の
あ
る
当
時
の
判
例
は
見
当
ら
な
い
が
、

朝
高
判
は
「
:
・
査
定
名
義
人
カ
宗
中
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
之
ヲ

自
己
ノ
第
二
底
分
ス
ル
意
思
ヲ
表
示
、
ン
タ
ル
ト
キ
ハ
横
領
罪
ヲ
構
成
ス
ル

(
位
)

モ
ノ
ト
ス
」
と
し
た
が
、
か
か
る
事
情
を
知
り
な
が
ら
買
受
け
た
第
三
者

の
行
為
は
賊
物
取
得
罪
を
構
成
し
な
い
、
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
お
そ
ら
く
査
定
名
義
人
よ
り
買
受
け
た
第
三
者
は
善
意
・
悪
意

を
問
わ
ず
所
有
権
を
取
得
し
た
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
大
法
院
は
そ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て

い
る
の
か
に
つ
き
、
以
下
で
概
観
す
る

資

凶
大
法
院
判
例
に
よ
る
名
義
信
託

既
述
し
た
よ
う
に
、
今
日
、
不
動
産
登
記
法
第
三
O
条
に
よ
り
宗
中
が

法
人
で
な
い
社
団
で
あ
っ
て
も
宗
中
が
所
有
(
総
有
)
し
て
い
る
財
産
に

つ
き
そ
の
名
で
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
い
か
な
る
宗
員
も
、
そ

の
宗
中
の
約
款
ま
た
は
総
会
の
決
議
を
得
、
ず
し
て
そ
の
宗
中
財
産
を
売
却

処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
問
題
は
、
土
地
調
査
令
が
実
施
さ
れ
た
当

時
の
宗
中
員
の
一
人
(
ま
た
は
数
人
)
の
名
義
で
宗
中
財
産
が
登
記
さ
れ

た
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
お
り
、
今
も
、
宗
中
財
産
が
自
分
の
祖
先
の
名
義

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
そ
の
財
産
を
第
三
者
に
売
却
処
分
し

て
い
る
と
い
う
事
例
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
の
「

I
.
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
法
院
は
、
「
宗
中

が
そ
の
所
有
の
不
動
産
を
宗
会
員
に
信
託
し
登
記
簿
上
そ
の
宗
中
員
の
名

義
で
所
有
権
の
登
記
を
経
た
と
き
は
、
宗
中
と
そ
の
受
託
者
で
あ
る
宗
会

員
と
の
問
に
い
わ
ゆ
る
信
託
行
為
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
受
託
者
で
あ
る
宗
会
員
か
ら
そ
の
不
動
産
を
譲
受
け
た
第
三
者
は
、

そ
の
者
が
善
意
で
あ
ろ
う
と
悪
意
で
あ
ろ
う
と
を
問
わ
ず
、
適
法
に
信
託

者
で
あ
る
宗
中
の
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
す
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
信
託
行
為
に
お
い
て
は
受
託
者
は
そ
の
対
外
的
関

(

刊

日

)

係
で
は
完
全
な
所
有
者
と
し
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」

と
判
示
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
外
的
関
係
に
お
い
て
は
受
託
者
た
る
宗
中

員
が
宗
中
不
動
産
の
所
有
者
に
な
り
当
該
不
動
産
に
対
す
る
「
処
分
権
」

(

川

叫

)

を
有
す
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
信
託
行
為
」
の
法
理

か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
名
義
信
託
」
と
い
う
法
理
を
導
き
出
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
で
は
、
以
下
で
「
名
義
信
託
の
法
理
」
に
つ
き
若
干
検
討
を
し

て
み
る
。
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①
大
法
院
は
、
名
義
信
託
の
理
論
的
根
拠
を
民
法
学
上
の
「
信
託
行

為
」
理
論
か
ら
援
用
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
信
託
行
為

理
論
は
、
い
わ
ゆ
る
譲
渡
担
保
の
場
合
に
適
用
さ
れ
て
い
る
法
理
で
あ
っ

て
、
名
義
信
託
と
は
全
く
関
係
の
な
い
法
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

適
用
領
域
を
全
く
異
に
す
る
法
理
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
宗
中
財
産
の
名
義
信
託
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
歴
史
的
産
物
で

あ
っ
て
、
譲
渡
担
保
の
よ
う
な
担
保
目
的
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
か
っ
、
土
地
調
査
令
が
実
施
さ
れ
た
当
時
の
査
定

名
義
人
(
今
日
、
名
義
受
託
者
に
当
る
者
で
あ
ろ
う
)
が
外
部
関
係
で
完

全
な
る
所
有
権
を
取
得
す
る
根
拠
は
、
土
地
調
査
令
の
査
定
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
て
信
託
契
約
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
明
白
な
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。
今
日
、
土
地
調
査
令
の
査
定
制
度
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
、

大
法
院
は
あ
た
か
も
査
定
制
度
が
存
す
る
よ
う
な
考
え
方
で
判
決
を
下
し

て
お
り
、
理
解
に
苦
し
む
。

②
名
義
受
託
者
と
取
引
し
た
第
三
者
は
善
意
・
悪
意
を
間
わ
ず
、
宗

中
財
産
の
所
有
権
を
取
得
し
う
る
と
い
う
一
貫
し
た
判
例
理
論
は
、
民
法

上
の
第
三
者
保
護
の
諸
制
度
と
の
均
衡
を
失
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

第
三
者
保
護
の
要
件
と
し
て
は
最
小
限
度
の
「
善
意
」
を
要
す
る
(
例
え

ば
、
民
法
一

O
七
条
二
項
、
一

O
八
条
二
項
、
一

O
九
条
二
項
、
一
一

O

条
三
項
、
二
四
九
条
な
ど
)
か
ら
で
あ
る
。
悪
意
の
第
三
者
が
保
護
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
法
の
正
義
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

③
ま
た
、
物
権
法
定
主
義
(
民
法
一
八
五
条
)
に
も
反
す
る
。
と
い

う
の
は
、
名
義
受
託
者
は
外
部
的
所
有
権
を
取
得
し
、
そ
れ
に
対
し
て
名

義
信
託
者
(
宗
中
)
は
内
部
的
所
有
権
の
取
得
を
認
め
た
場
合
、
そ
の
よ

う
な
外
部
的
所
有
権
と
か
内
部
的
所
有
権
と
い
っ
た
物
権
を
認
め
る
解
釈

論
的
根
拠
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
権
利
の
性
質
上
、
一
つ
の
所
有
権
を
二

分
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

町
.
む
す
び

結
局
、
名
義
信
託
と
は
、
民
法
学
上
の
信
託
行
為
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
っ
て
名
義
受
託
者
に
対
し
て
単
に
財
産
権
の
名
義
だ
け
を
移
転
し
、
そ

の
よ
う
な
財
産
権
を
積
極
的
に
行
使
す
る
権
利
や
義
務
を
有
し
な
い
、
い

わ
ゆ
る
受
動
信
託
の
一
つ
の
形
態
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
登
記
名
義
受
託
者
で
あ
る
宗
員
は
、
宗
中
財
産
に
対
す
る
処
分
権
を

有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
受
益
者
で
あ
る
宗
中
構
成
員
は
、
単
に
、
宗
中

財
産
に
対
す
る
各
種
の
行
為
を
認
め
る
義
務
を
負
う
者
に
過
ぎ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
名
義
信
託
の
場
合
に
は
、
実
質
的
権
限
な
し
に
形
式
的
資
格

を
授
与
し
た
よ
う
に
、
法
律
関
係
は
実
質
的
権
利
者
と
名
義
受
託
者
の
鴎
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半ト

に
生
ず
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

資

一
九
九
五
年
の
不
動
産
実
名
制
法
が
実
施
さ
れ
、
不
動
産

の
名
義
信
託
を
禁
じ
、
そ
れ
に
違
反
し
た
名
義
信
託
約
定
は
無
数
で
あ
り
、

そ
の
約
定
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
登
記
に
よ
る
不
動
産
に
関
す
る
物
権

変
動
も
無
数
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
(
第
四
条
一
項
二
項
)
。
し
か
し
一

方
で
、
そ
の
よ
う
な
無
殺
を
も
っ
て
、
善
音
?
悪
意
を
問
わ
ず
第
三
者
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
規
定
(
第
四
条
三
項
)
を
置
い
て
は

い
る
が
、
こ
の
規
定
は
は
な
は
だ
理
解
し
が
た
い
。
も
っ
と
も
、
宗
中
が

保
有
し
て
い
る
不
動
産
の
登
記
が
他
人
名
義
で
登
記
さ
れ
た
場
合
に
、
そ

の
登
記
が
脱
税
、
強
制
不
動
産
実
名
制
の
法
執
行
の
回
避
、
そ
の
他
法
令

上
の
制
限
を
回
避
す
る
等
、
違
法
な
目
的
が
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の

登
記
は
有
放
で
あ
り
、
か
つ
課
徴
金
の
賦
課
お
よ
び
処
罰
も
な
い
の
で
あ

る
(
第
八
条
)
。

ち
な
み
に
、

キ
+
ム(
l
)
大
法
院
一
九
五
九
・
一
・
一
五
、
四
二
九
O
民
上
六
六
七
・
'
同

一
九
六
三
・
九
・
一
九
、
六
三
斗
三
八
八
、
大
判
集
一
一
・
二
民

事
一
一
回
・
'
同
一
九
六
六
・
二
・
一
五
、
六
五
斗
二
五
=
二
等
。

(
2
)
大
法
院
一
九
六
五
・
五
・
一
八
、
六
五
斗
三
一
二
、
判
例
斗
じ
一

一
八
七
七
。

(3)
現
行
韓
国
法
は
、
姓
(
原
則
的
に
父
系
血
統
の
表
示
)
に
「
本
」

を
付
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
(
民
法
七
八
一
条
、
戸
籍
法
一
五
条

四
号
)
o

本
と
は
、
自
分
が
属
す
る
祖
先
の
発
祥
地
名
を
示
す
も
の

を
い
う
が
、
本
貫
、
貫
籍
、
籍
貫
と
も
い
わ
れ
る
。
韓
国
で
は
祖

先
を
異
に
す
る
同
姓
が
多
い
の
で
、
こ
れ
を
区
別
す
る
た
め
に

「
本
」
が
付
け
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
本
は
血
族
系
統

を
示
す
姓
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
り
、
同
姓
岡
本
で
あ
れ
ば
、
一

応
同
一
の
父
系
血
族
に
属
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
姓

と
本
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
す
べ
て
が
同
一
の
父
系
血

族
(
同
族
)
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
姓
同
本
で
あ
り
な

が
ら
祖
先
を
異
に
す
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
の
父
系

血
族
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
新
羅
の
敬
順
王
を
祖
先
に

も
つ
金
海
金
氏
(
こ
こ
で
「
氏
」
と
は
一
族
を
意
味
す
る
。
以
下
、

同
じ
)
と
大
駕
洛
の
首
露
王
を
先
祖
に
も
つ
金
海
金
氏
、
崖
立
漢

を
先
祖
に
も
つ
江
陵
崖
氏
と
援
立
之
を
先
祖
に
も
つ
江
陵
崖
氏
等

は
同
姓
岡
本
で
あ
る
が
、
同
一
父
系
血
族
で
は
な
い
。
そ
の
逆
に
、

異
姓
岡
本
で
あ
っ
て
も
同
一
の
父
系
血
族
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

安
東
「
金
」
氏
と
安
東
「
権
」
氏
、
金
海
「
金
」
氏
と
金
海
「
許
」

氏
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

(
4
)
朝
鮮
総
督
府
、
民
事
慣
習
回
答
案
集
(
一
九
二
二
年
)
、
七
三
頁

(
5
)
大
法
院
一
九
八
五
・
一

0
・
二
二
、
八
三
斗
斗
二
三
九
六
、
二

三
九
七
、
法
院
公
報
七
六
六
、
一
五
三
八
三
)
。
学
説
は
本
判
決

が
宗
中
員
の
構
成
員
を
成
年
の
男
子
に
限
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ

北法49(3・248)744



東アジア文化と近代法 (8) 

は
宗
中
構
成
員
(
宗
員
)
の
概
念
と
宗
会
構
成
員
(
宗
会
員
)
の

概
念
を
混
同
し
て
い
る
と
批
判
し
、
宗
員
は
共
同
先
祖
の
子
孫
で

あ
れ
ば
老
弱
男
女
を
問
わ
ず
宗
中
の
構
成
員
に
な
る
が
、
宗
会
員

は
そ
の
資
格
が
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
(
例
、
未
成
年
者
)
、
と

説
い
て
い
る
。
李
徳
勝
、
「
権
利
能
力
な
き
社
団
に
関
す
る
研
究
」

(
成
均
館
大
学
校
博
士
学
位
請
求
論
文
、
一
九
九
五
)
九
二
頁
。

(
6
)
許
杢
ほ
か
「
宗
中
・
宗
中
財
産
に
関
す
る
諸
考
察
(
沿
革
的
・

(
貫
務
的
ご
可
法
論
集
四
輯
(
一
九
七
三
年
)
一
四
頁
。

(
7
)
「
宗
中
」
と
い
う
場
合
の
「
宗
」
と
は
、
宗
廟
・
祭
杷
・
{
一
ホ
統
・

宗
族
な
ど
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
「
中
」
と
は
外
に
対
す
る
内
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
二
文
字
を
合
せ
て

「
宗
中
」
と
い
う
宗
族
団
体
を
意
味
す
る
用
語
に
な
っ
て
い
る
と

解
さ
れ
て
い
る
。
許
室
、
「
宗
中
・
宗
中
財
産
に
関
す
る
諸
考
察
」

法
史
学
研
究
二
号
(
一
九
七
五
)
二
七
O
頁
、
参
照
。

(
8
)
大
法
院
一
九
九
二
、
五
、
二
六
、
九
一
斗
四
二
六
O
九
、
法
院

公
報
一
九
九
二
、
二

O
O
六
頁
(
同
判
決
は
小
宗
中
や
支
派
宗
中

の
実
体
を
判
断
す
る
基
準
と
そ
の
宗
中
の
名
称
に
対
し
次
の
如
く

示
め
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
小
宗
中
や
支
派
宗
中
の
名
称
は

中
始
祖
の
官
職
ま
た
は
詩
号
の
次
に
、
そ
の
小
宗
中
ま
た
は
支
派

宗
中
の
始
祖
の
官
職
あ
る
い
は
詩
号
な
ど
を
付
け
て
呼
ぶ
の
が
一

般
的
な
慣
行
ま
た
は
慣
習
で
あ
る
が
、
宗
中
は
共
同
始
祖
の
泰
祭

杷
と
墳
墓
管
理
お
よ
び
そ
の
後
孫
相
互
聞
の
親
睦
の
た
め
に
自
然

発
生
的
に
形
成
さ
れ
た
種
族
集
団
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
え
れ
ば
、

ど
の
宗
中
で
あ
る
か
は
そ
の
名
称
の
如
何
を
問
わ
ず
奉
祭
杷
の
対

象
で
あ
る
共
同
始
祖
と
構
成
員
で
あ
る
後
孫
範
囲
お
よ
び
墳
墓
管

理
の
状
況
な
ど
、
そ
の
実
体
的
内
容
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
)
。

(
9
)
朝
鮮
総
督
府
慣
習
調
査
報
告
書
士
九
二
一
)
一
一
一
四
O
頁。

(
叩
)
崖
在
錫
寸
朝
鮮
時
代
門
中
の
形
成
」
韓
国
学
報
三
二
輯
(
一
九

八
一
二
)
四
頁
以
下
。
実
際
上
使
用
さ
れ
て
い
る
例
で
明
か
に
な
っ

て
い
る
よ
う
に
両
者
は
区
別
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
見
解
も
あ

る
。
鄭
浜
雄
、
「
宗
中
財
産
と
名
義
信
託
」
韓
躍
照
博
士
還
暦
論
文

集
、
一
九
九
回
、
八
八
O
頁。

(
日
)
前
掲
註

(
5
)
判
決
。

(
ロ
)
李
徳
勝
前
掲
論
文
九
二
頁
。

(
日
)
朝
鮮
総
督
府
民
事
慣
習
回
答
葉
集
四
四
O
頁。

(
M
)
宗
孫
と
は
大
宗
中
・
小
宗
中
の
嫡
長
子
孫
(
親
生
長
男
系
の
孫
)

を
い
う
。
宗
孫
は
宗
家
の
血
統
を
継
承
し
て
祖
宗
の
祭
記
を
主
管

す
る
地
位
に
あ
る
。
記
孫
と
も
い
う
。
こ
こ
で
「
宗
家
」
と
は
、

数
代
に
わ
た
っ
て
分
家
を
す
る
場
合
に
そ
れ
ら
分
家
の
本
家
を
い

う
。
中
国
の
宗
法
制
の
影
響
を
う
け
た
風
俗
上
の
観
念
に
す
ぎ
な

い
も
の
で
あ
る
ο

(
日
)
朝
鮮
総
督
府
民
事
慣
習
回
答
案
集
七
三
頁
。

(
凶
)
大
法
院
一
九
八
五
・
一

0

・
二
二
、
八
三
斗
外
二
三
九
六
、
二

三
九
七
、
法
院
公
報
七
六
六
、
一
五
三
八
二
)
。

(
げ
)
大
法
院
一
九
八
一
二
・
二
・
八
、
八
二
斗
井
八
三
四

e'同
一
九
八
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料

四
・
五
・
二
九
、
八
三
斗
一
一
九
、
八
三
斗
斗
三
四
一
・
'
同
一
九

九
0
・
四
・
一

O
、
八
九
斗
斗
六
一

O
二。

(
問
)
朝
鮮
総
督
府
民
事
慣
習
回
答
案
集
二
七
七
頁
。

(
問
)
高
昌
鉱
「
宗
中
財
産
に
関
す
る
法
的
考
察
」
民
法
学
論
集
(
一

九
九
三
年
)
所
収
二
五
二
頁
。

(
却
)
「
族
盛
岡
」
と
は
、
朝
鮮
王
朝
の
成
宗
(
一
五
世
紀
)
以
後
に
各

名
門
ご
と
に
普
及
し
た
も
の
で
、
家
系
に
関
し
て
現
在
の
自
己
に

い
た
る
そ
の
連
続
し
た
系
統
(
伝
統
的
に
は
男
子
の
み
を
記
入
し

た
が
、
最
近
に
い
た
り
女
子
を
記
入
す
る
場
合
も
あ
る
)
や
傑
出

し
た
人
物
の
事
績
・
墓
地
な
ど
を
記
録
し
た
系
図
を
い
う
。
族
諸

に
は
、
そ
の
一
族
全
体
の
遠
祖
か
ら
の
系
統
を
記
し
た
大
同
譜
と

自
己
の
属
す
る
分
派
の
開
祖
(
中
祖
)
か
ら
の
系
統
を
記
し
た
派

譜
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
族
譜
は
、
自
分
は
ど
の
よ
う
な
祖
先
の

系
統
に
属
し
て
い
る
か
と
い
う
自
己
の
歴
史
的
存
在
の
証
明
と
し

て
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
高
日
目
銭
前
掲
論
文
二
五
二
頁
。

(
辺
)
朝
鮮
総
督
府
民
事
慣
習
回
答
葉
集
七
九
頁
。

(
お
)
前
掲
書
一
五
八
頁
、
四
三
三
頁
。

(
出
)
前
掲
書
七
八
頁
。

(
お
)
土
地
調
査
令
。
以
下
に
主
な
規
定
を
あ
げ
る
。

第
四
条
「
土
地
ノ
所
有
者
ハ
朝
鮮
総
督
府
ノ
定
ム
ル
期
間
内
ニ
其

ノ
住
所
、
氏
名
、
又
ハ
名
穏
及
所
有
地
ノ
所
在
、
地
目
字

番
鏡
、
四
標
、
等
級
、
地
積
、
結
数
ヲ
臨
時
土
地
調
査
局

資

長
ニ
申
告
ス
ヘ
シ
・
:
省
略
」
。

第
二
一
条
「
高
等
土
地
調
査
委
員
合
ハ
賞
事
者
、
利
害
関
係
人
、

諸
人
、
若
ハ
鑑
定
人
ヲ
召
喚
シ
又
ハ
裁
決
ヲ
矯
ス
ニ
必

要
ナ
ル
書
類
ヲ
所
持
ス
ル
者
ニ
針
シ
其
ノ
書
類
ノ
提
出

ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
0

第
一
五
条
「
土
地
所
有
者
ノ
権
利
ハ
査
定
又
ハ
裁
決
ニ
依
リ
テ
確

{疋ス」。

第
二
ハ
条
「
査
定
ヲ
以
テ
確
定
シ
タ
ル
事
項
又
ハ
裁
決
ヲ
経
タ
ル

事
項
ニ
付
テ
ハ
左
ノ
場
合
ニ
於
テ
確
定
シ
又
ハ
裁
決
ア

リ
タ
ル
臼
ヨ
リ
三
年
内
三
高
等
土
地
調
査
委
員
曾
ニ
再

審
ノ
申
立
ヲ
潟
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。
但
シ
罰
セ
ラ
ル
ヘ
キ

行
筋
ニ
付
テ
ノ
判
決
カ
矯
リ
タ
ル
ト
キ
ニ
限
ル
。

①
罰
セ
ラ
レ
ル
ヘ
キ
行
矯
ニ
基
キ
テ
事
情
又
ハ
裁
決
ア
リ
タ

ル
ト
キ
。

②
事
情
又
ハ
裁
決
ノ
窓
擦
ト
翁
リ
タ
ル
文
書
カ
係
造
又
ハ
間
耐
久

造
ナ
ル
ト
キ
」
。

第
一
九
条
「
正
賞
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
第
四
候
ノ
申
告
ヲ
矯
サ
ス
:
・

省
略
・
:
者
ハ
三
十
回
以
下
ノ
罰
金
又
ハ
科
料
ニ
庭
ス
」
。

(
お
)
朝
鮮
林
野
調
査
令
、
以
下
に
主
な
規
定
を
あ
げ
る
。

第
三
条
一
項
「
林
野
ノ
所
有
者
ハ
道
[
長
官
]
ノ
定
ム
ル
期
間
内

ニ
氏
名
又
ハ
名
稿
、
住
所
、
詑
林
野
ノ
所
在
及
地
積

ヲ
府
予
又
ハ
面
長
ニ
申
告
ス
ヘ
シ
」
。

第
八
条
「
道
〔
長
官
〕
ハ
林
野
ノ
所
有
者
及
其
ノ
境
界
ヲ
査
定
ス
」
。
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第
一
九
条
「
正
嘗
ナ
事
由
ナ
ク
シ
テ
第
三
傑
一
項
:
・
略
・
:
ノ
規
定

ニ
依
ル
申
告
ヲ
篤
サ
ス
:
・
略
:
・
者
ハ
三
十
園
以
下
ノ
罰

金
又
ハ
科
料
ニ
庭
ス
」
。

(
幻
)
朝
鮮
高
等
法
院
一
九
三
二
年
(
大
正
二
年
)
九
月
一
一
一
日
判
決
、

朝
鮮
高
等
法
院
民
事
判
決
集
(
以
下
、
民
集
と
略
す
)
、
二
巻
三
一

九
頁
。

(
お
)
朝
鮮
高
等
法
院
一
九
一
七
年
(
大
正
六
年
)
六
月
一
一
一
一
日
判
決

民
集
団
巻
五
八
九
頁
、
同
大
正
八
年
一
月
一
一
一
一
日
判
決
民
集
一
一
一

巻
三
五
一
頁
。

(
却
)
朝
鮮
高
等
法
院
一
九
一
六
年
(
大
正
五
年
)
一
月
一
一
一
日
判
決

民
集
三
巻
三
人
O
頁
。

(
却
)
朝
鮮
高
等
法
院
一
九
二
七
年
(
昭
和
二
年
)
九
月
一
一
一
二
日
連
合

部
判
決
民
集
一
四
巻
三
二
一
頁
、
高
務
龍
「
名
義
信
託
論
の
再
検

討
小
考
」
郭
潤
直
教
授
華
甲
紀
念
論
文
集
(
一
九
八
五
年
)
一
八

二
真
。

(
出
)
朝
鮮
高
等
法
院
一
九
二
七
年
(
昭
和
二
年
)
九
月
一
一
一
一
一
日
判
決

民
集
一
四
巻
三
二
一
頁
。

(
辺
)
朝
鮮
高
等
法
院
一
九
二
九
年
(
昭
和
四
年
)
二
月
一
九
日
判
決

民
集
一
六
巻
二
一
頁
。

(
お
)
朝
鮮
高
等
法
院
一
九
二
九
年
(
昭
和
四
年
)
=
一
月
一
九
日
連
合

部
判
決
朝
鮮
高
等
法
院
刑
事
判
決
集
一
六
巻
六
三
頁
。

(
鈍
)
大
法
院
一
九
五
六
・
一
0
・
二
二
、
四
二
八
八
民
上
回
三
五
斗

じ
一
五
六
二
三
。

(
お
)
大
法
院
一
九
五
八
・
一

五
五
一
一
、
五
五
二
一
。

(
お
)
大
法
院
一
九
九
二
・
四
・
二
四
、
九
一
斗
一
八
九
六
五
法
院
公

報
九
二
二
、
一
六
七
一
。

(
幻
)
古
同
期
龍
「
韓
国
法
の
歴
史
」
北
大
法
学
論
集
四
八
巻
四
号
(
一

九
九
七
)
一
一
二
一
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
金
俊
輔
「
日
帝
下
の
産
業
経
済
史
(
一
)
」
韓
国
文
化
史
大
系

(
高
麗
大
学
校
民
族
文
化
研
究
所
)
四
七
六
頁
。

(
却
)
朝
鮮
高
等
法
院
一
九
一
七
年
(
大
正
六
年
)
一
一
一
月
二
七
日
判
決

民
集
四
巻
二
O
七
頁
。

(
刊
)
朝
鮮
高
等
法
院
一
九
二
五
年
(
大
正
二
二
年
)
一
二
月
二
六
日

連
合
部
判
決
民
集
一
一
巻
二
六
四
頁
。

(
引
)
朝
鮮
高
等
法
院
一
九
三
O
年
(
昭
和
五
年
)
二
月
二
八
日
判
決

民
集
一
七
巻
六
八
頁
。

(
必
)
前
掲
註
(
お
)
判
決
。

(
日
)
前
掲
註

(
1
)
判
決
。

(
付
)
大
法
院
一
九
六
六
・
一

三
O
、
四
二
九
O
民
上
七
三
六
外
じ

-
一
二
一
、
六
五
斗
一
八
六
斗
E

一
一
七
四
。
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